
千葉市中央区長洲１ー９ー１

現在、千葉県では地番表記について全てハイフン表記で統一しています。
ただし、一定の条件を満たす方は住民票どおりの地番表記が可能です。

千葉市中央区長洲１丁目９番１号

＜お知らせ＞

・文字数に制限があります。（全角２０文字以内）

・更新を伴わない住所のみの変更は、免許証の裏面に記載することになります。

・表記を希望される方は受付窓口にお申し出ください。

その場合、住民票の提示が必要となります。

運転免許証の住所表記について

条件

手続き方法


